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(57)【要約】
【課題】設計自由度を向上させ、吹抜け構造を利用しラ
イフスタイルに合わせた融通性の高い住宅を得ることを
目的とする。
【解決手段】新築時に予め壁部３９内に設けておいた間
柱３５に根太受け金物６４を取付け、当該根太受け金物
６４に根太６６を固定し、床面材６８を取付けて増設床
１４を設ける。間柱３５は鉛直方向に沿って設けられて
いるため、ライフスタイルや家族構成の変化等に対応し
ユーザの要望に合わせて、吹抜け部１２の鉛直方向の自
由な位置に増設床１４を設定することができる。これに
より、プランニングの自由度を高めることができ、吹抜
け構造を利用しライフスタイルに合わせた融通性の高い
住宅を得ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも対向する２面の壁部を備え、下階と上階を貫通する吹抜け部と、
　一方の前記壁部内に鉛直方向に沿って延設され、増設床を支持可能な第１支持手段と、
　他方の前記壁部側に設けられ、前記第１支持手段と共に前記増設床を支持可能な第２支
持手段と、
を有する建物。　
【請求項２】
　前記吹抜け部に隣接して下階と上階を繋ぐ階段が設けられた請求項１に記載の建物。
【請求項３】
　前記下階と上階の間に踊り場が設けられた請求項２に記載の建物。
【請求項４】
　前記第１支持手段が、前記増設床を支持する支持部材を取付け可能な第１間柱である請
求項１～３の何れか１項に記載の建物。
【請求項５】
　前記第２支持手段が、前記第１支持手段と対向して設けられ、前記増設床を支持する支
持部材を取付け可能な第２間柱を含む請求項１～４の何れか１項に記載の建物。
【請求項６】
　前記第２支持手段が、前記第１支持手段と対向して設けられた階段を含む請求項１～５
の何れか１項に記載の建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吹抜け構造を備えた建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅の部屋数の増減や空間変更は、簡便な間仕切り変更を除き、リフォームのコ
スト面から需要が少なく、既存のスキップフロアや中間階収納等は改築を想定せず、変更
の柔軟性に欠けていた。また、吹抜け部の利用についても固定的であり、居住後の再考を
前提としておらず、貴重な空間を生活変化に対応させる工夫がなかった。
【０００３】
　しかし、近年では、ライフスタイルや家族構成の変化等によって、吹抜け部分に増設床
を設けて部屋数を増やす等のリフォームを行う住宅が増えてきている。例えば、特許文献
１では、１階と２階の間に設けられた梁を利用して、２階床部分を着脱可能とし、ユーザ
の要望に合わせて吹抜けにしたり増設床を設けたりできるようにした技術が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２７５３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この先行技術では、他の２階床と同じ高さでのみ増設床が着脱可能であ
り、設計自由度が少ない。
【０００６】
　本発明は上記事実を考慮し、設計自由度を向上させ、吹抜け構造を利用しライフスタイ
ルに合わせた融通性の高い住宅を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　請求項１の発明に係る建物は、少なくとも対向する２面の壁部を備え、下階と上階を貫
通する吹抜け部と、一方の前記壁部内に鉛直方向に沿って延設され、増設床を支持可能な
第１支持手段と、他方の前記壁部側に設けられ、前記第１支持手段と共に前記増設床を支
持可能な第２支持手段と、を有している。　
【０００８】
　請求項１の発明に係る建物では、下階と上階を貫通する吹抜け部が、少なくとも対向す
る２面の壁部を備えており、一方の壁部内には、鉛直方向に沿って第１支持手段が延設さ
れている。また、他方の壁部側には、第１支持手段と共に増設床を支持可能な第２支持手
段が設けられている。
【０００９】
　ここで、増設床を支持可能な第１支持手段は、鉛直方向に沿って延設されているため、
ライフスタイルや家族構成の変化等に対応しユーザの要望に合わせて、吹抜け部の鉛直方
向の自由な位置に増設床を設定することができる。つまり、プランニングの自由度を高め
ることができる。また、増設床を支持するための第１支持手段を壁部内に予め設けておく
ことで、後日、吹抜け部内に増設室を設けることになった場合に、増設床を支持するため
の支柱を新たに設ける必要がないため、容易にリフォームを行うことができる。
【００１０】
　請求項２の発明に係る建物は、請求項１に記載の建物において、前記吹抜け部に隣接し
て下階と上階を繋ぐ階段が設けられている。
【００１１】
　吹抜け部に増設床を配置して増設室を設けた際、増設室へアクセスするための階段が必
要となるが、請求項２の発明に係る建物では、吹抜け部に隣接して下階と上階を繋ぐ階段
を設けることで、当該階段を利用して増設室へのアクセスが可能となる。つまり、別途階
段を設ける必要がないので、その分のコストダウンを図ることができる。また、当該階段
を設けるためのスペースを別途確保する必要が無い。
【００１２】
　ここで、吹抜け部の鉛直方向の自由な位置に増設床を設けることができるという吹抜け
構造を標準タイプで設けておくことで、将来吹抜け構造部分にスキップフロアを設ける可
能性があるか否かに合わせてプラン設計時に施工することができる。例えば、スキップフ
ロアを設ける可能性がない場合は、下階と上階を繋ぐ階段に踊り場を設けておく必要はな
いが、スキップフロアを設ける可能性がある場合、下階と上階を繋ぐ階段に踊り場を設け
、当該踊り場を利用して増設室へアクセスできるようにしておく必要がある。つまり、ス
キップフロアの有無によって階段の形状が変わることとなる。
【００１３】
　請求項３の発明に係る建物は、請求項１又は２に記載の建物において、前記下階と上階
の間に踊り場が設けられている。
【００１４】
　請求項３の発明に係る建物では、下階と上階の間に踊り場を設けることで、当該踊り場
を利用して、スキップフロアへのアクセスが可能となる。
【００１５】
　請求項４の発明に係る建物は、請求項１～３の何れか１項に記載の建物において、前記
第１支持手段が、前記増設床を支持する支持部材を取付け可能な第１間柱である。
【００１６】
　請求項４の発明に係る建物では、第１支持手段が、吹抜け部の壁部内に設けられた第１
間柱であり、当該第１間柱に増設床を支持する支持部材を取付けることで、当該支持部材
によって増設床が支持され、吹抜け部の空間を利用して増設室を設けることができる。ま
た、第１間柱から支持部材を取り外すことで増設床を取り除いて吹抜け部に戻すこともで
きる。
【００１７】
　したがって、吹抜け部の鉛直方向の自由な位置に増設床を設けて部屋数を増やしたり、
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また、これとは逆に、鉛直方向で仕切られた部屋をなくして吹抜け部にするなどのリフォ
ームを簡便な工事で容易に行うことができる。つまり、吹抜け部を自由に仕切って最適な
空間利用への変更を可能にすると共に、吹抜け部への回復も簡便な工事で対応可能とする
ことができる。
【００１８】
　請求項５の発明に係る建物は、請求項１～４の何れか１項に記載の建物において、前記
第２支持手段が、前記第１支持手段と対向して設けられ、前記増設床を支持する支持部材
を取付け可能な第２間柱を含んでいる。
【００１９】
　請求項５の発明に係る建物では、第２支持手段が、第１支持手段と対向して吹抜け部の
壁部内に設けられた第２間柱であり、当該第２間柱に増設床を支持する支持部材を取付け
ることで、当該支持部材によって増設床が支持され、吹抜け部の空間を利用して増設室を
設けることができる。また、第２間柱から支持部材を取り外すことで増設床を取り除いて
吹抜け部に戻すこともできる。つまり、吹抜け部を自由に仕切って最適な空間利用への変
更を可能にすると共に、吹抜け部への回復も簡便な工事で対応可能とすることができる。
【００２０】
　請求項６の発明に係る建物は、請求項１～５の何れか１項に記載の建物において、前記
第２支持手段が、前記第１支持手段と対向して設けられた階段を含んでいる。
【００２１】
　請求項６の発明に係る建物では、第２支持手段が階段を含んでおり、当該階段の最上面
を利用して増設床を支持することができる。つまり、第２支持手段は、第１支持手段と同
じ部材が用いられても良いし、第２支持手段の全部又は一部が異なる部材が用いられても
良い。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、請求項１記載の本発明に係る建物は、設計自由度を向上させ、吹
抜け構造を利用しライフスタイルに合わせた融通性の高い住宅を得ることができるという
優れた効果を有する。
【００２３】
　請求項２記載の本発明に係る建物は、低コストでリフォームを実現することができると
いう優れた効果を有する。
【００２４】
　請求項３記載の本発明に係る建物は、増設室へアクセスするための階段を設けなくても
良いという優れた効果を有する。
【００２５】
　請求項４記載の本発明に係る建物ユニットは、簡便な工事で吹抜けにしたり部屋を増設
したりすることができるという優れた効果を有する。
【００２６】
　請求項５記載の本発明に係る建物ユニットは、簡便な工事で吹抜けにしたり部屋を増設
したりすることができるという優れた効果を有する。
【００２７】
　請求項６記載の本発明に係る建物ユニットは、増設室へアクセスするための階段を増設
床の支持として兼用させることができるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態に係る建物の増設床の支持方法を示す斜視図である。
【図２】建物の断面図であり、（Ａ）は吹抜け部が設けられた状態を示し、（Ｂ）は（Ａ
）で示す吹抜け部に増設室が設けられた状態を示している。
【図３】吹抜け部を構成する躯体の例を示す斜視図である。
【図４】吹抜け部に隣接する階段を示す斜視図である。
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【図５】図３に対応する斜視図であり、吹抜け部に増設床を設けた場合の説明図である。
【図６】図４に対応する斜視図であり、増設室が設けられた場合の説明図である。
【図７】本実施形態に係る建物の増設床の支持方法の変形例（１）を示す斜視図である。
【図８】本実施形態に係る建物の増設床の支持方法の変形例（２）を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図１～図６を用いて、本発明の実施形態に係る建物について説明する。
　図２（Ａ）、（Ｂ）には、建物１０の鉛直方向に沿った断面図が示されており、（Ａ）
には吹抜け部１２が設けられた図が示され、（Ｂ）には、（Ａ）で示す吹抜け部１２が増
設床１４、１６によって仕切られ、増設室１８、２０、２２が設けられた図が示されてい
る。
【００３０】
（吹抜け構造）
　ここで、吹抜け構造について説明する。
【００３１】
　図３には、吹抜け部１２を構成する躯体２４の一例が示されている。躯体２４は、下部
空間２６を構成する下部躯体２８と、上部空間３０を構成する上部躯体３２と、を備えて
おり、図示しないブラケットを介してこれらが互いに接合されている（なお、吹抜け部１
２の天井部分については図示を省略している）。
【００３２】
　下部躯体２８の角部にはそれぞれ柱３４が立設している。この柱３４の下端部には、隣
り合う柱３４同士を架け渡すようにして、長短２種類の大梁３６、３８がそれぞれ接合さ
れている。また、柱３４の上端部も下端部と同様、隣り合う柱３４同士を架け渡すように
して、長短２種類の大梁４０、４２がそれぞれ接合されている。なお、短辺側に位置する
大梁４２の一方は、隣接する居室４１への開放（開口部４３）側となっており、ここでは
当該大梁３８を設けていない。但し、開口部４３の大きさによっては大梁４２を設ける場
合もある。
【００３３】
　一方、上下に位置する大梁４０と大梁３６の間には、柱３４と平行に、複数の間柱３５
（なお、間柱（第１間柱）３５Ａと間柱（第２間柱）３５Ｂとは対向して設けられている
）が所定のピッチで配置されており、それぞれ大梁４０及び大梁３６に接合されている。
また、柱３４の下端部に対向して配置された大梁３６と大梁３６の間には、図示はしない
が、複数の床小梁が架け渡されており、当該床小梁上に床面材が取付けられるようになっ
ている。さらに、柱３４と柱３４の間には、開口部４３を除き、石膏ボード等の壁材３７
（図１参照）が取付けられるようになっており、間柱３５が設けられた領域では、当該間
柱３５を下地材として間柱３５の表面に壁材３７が取付けられる。
【００３４】
　また、下部躯体２８と同様、上部躯体３２の角部に立設された柱４４の下端部には、隣
り合う柱４４同士を架け渡すようにして、長短２種類の大梁４６、４８がそれぞれ接合さ
れている。柱４４の上端部も下端部と同様、隣り合う柱４４同士を架け渡すようにして、
長短２種類の大梁５０、５２がそれぞれ接合されている。
【００３５】
　上下に位置する大梁５０と大梁４６の間には、柱４４と平行に、複数の間柱５４（なお
、間柱（第１間柱）５４Ａと間柱（第２間柱）５４Ｂとは対向して設けられている）が所
定のピッチで配置されており、それぞれ大梁５０及び大梁４６に接合されている。また、
柱４４と柱４４の間には、開口部４３を除き、上述した壁材３７が取付けられるようにな
っており、間柱５４が設けられた領域では、当該間柱５４を下地材として間柱５４の表面
に壁材３７（図１参照）が取付けられる。
【００３６】
　以上のようにして、躯体２４の３面が壁部３９（図１参照）で囲まれると共に１面が開
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放され、下部空間２６と上部空間３０とが鉛直方向に沿って連通する吹抜け部１２が設け
られる。なお、本実施形態では、躯体２４の１面が開放されているが、２面を開放しても
良い。また、ここでは、躯体２４が下部躯体２８と上部躯体３２とで構成され、吹抜け部
１２の略中央部には、大梁４０、４２、４６、４８が設けられているが、通し柱（図示省
略）を用いることで、当該大梁４０、４２、４６、４８は不要となる場合もある。また、
このような躯体２４を設けることができる場所であれば建物１０のどこに設けられても良
い。
【００３７】
　また、図４に示されるように、吹抜け部１２の開口部４３の反対側には、一階床面５６
と二階床面５８を繋ぐ階段６０が設けられている。この階段６０は、一階床面５６と二階
床面５８の間に踊り場６２が設けられており、平面視で略Ｊ字状を成している。
【００３８】
　ところで、リフォームにより、図２（Ａ）、（Ｂ）に示されるように、吹抜け部１２を
増設床１４、１６で仕切り、増設室１８、２０、２２を設ける場合、図１に示す壁材３７
を剥がし壁部３９内の間柱３５を表面に露出させ、当該間柱３５に根太受け金物６４を取
付ける。
【００３９】
　根太受け金物６４は、矩形状の挿入片７０を備えており、挿入片７０の幅方向の一端部
には、当該挿入片７０の長手方向の両端側に固定片７２、７４が設けられている。この固
定片７２、７４は、挿入片７０を中心に互いに離間する方向へ向かって略直角に屈曲して
いる。また、固定片７２、７４にはボルト７６が挿通可能な孔部７８が形成されており、
この孔部７８へボルト７６を挿通し間柱３５に固定する。
【００４０】
　これにより、固定片７２、７４を介して根太受け金物６４が間柱３５に取付けられるこ
ととなる。この状態で、挿入片７０は間柱３５に対して垂直に張出した状態となる。根太
６６の先端部中央には、根太６６の長手方向に沿って切欠き部８０が形成されており、当
該切欠き部８０へ挿入片７０が挿入可能とされている。
【００４１】
　根太受け金物６４が間柱３５に取付けられた状態で、対向して配置された根太受け金物
６４間に根太６６を架け渡すが、このとき根太６６の切欠き部８０へ挿入片７０を挿入さ
せる。挿入片７０にはボルト８２が挿入可能な孔部８４が設けられており、根太６６の先
端部には当該孔部８４と連通すると共にボルト８２が挿入可能な孔部８６が設けられてい
る。この孔部８６にボルト７６を挿通し、孔部８６と孔部８４とが位置合わせされた状態
で、ボルト８２を締結する。これにより、根太受け金物６４に根太６６が固定される。
【００４２】
　このようにして、図５に示されるように、吹抜け部１２内に複数の根太６６が配列され
ると、根太６６上に床面材６８が取付けられ、これによって図２（Ｂ）に示されるように
、増設床１４が形成される。つまり、吹抜け部１２（図２（Ａ）参照）には、増設室１８
、２０（増設室２２が含まれる）が設けられることとなる。増設床１６においても上記と
同様の作業が行われ、増設室２２が設けられる。
【００４３】
　ここで、図４には吹抜け部１２及び階段６０が図示されているが、図６に示されるよう
に、吹抜け部１２に増設室１８、２０、２２を設ける場合、増設室２０、２２には当該増
設室２０、２２にアクセスするための階段が必要となる。増設室２０の増設床１４の高さ
を階段６０の踊り場６２の高さに合わせ、踊り場６２と増設室２０の間に開閉扉８８を設
けることで、当該開閉扉８８を通じて踊り場６２から増設室２０へのアクセスが可能とな
る。一方、増設室２２は二階床面５８よりも上方に設けられているため、二階床面５８に
階段９０を設けることで、増設室２２に設けられた開閉扉９２を通じて当該増設室２２へ
のアクセスが可能となる。
【００４４】
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（作用・効果）
　次に、本実施形態に係る建物の作用・効果について説明する。
【００４５】
　図３に示されるように、建物１０（図２（Ａ）参照）に設けられた吹抜け部１２を構成
する下部躯体２８（なお、上部躯体３２も同様である）の柱３４と当該柱３４と隣り合う
柱３４との間に、当該柱３４と平行に、複数の間柱３５を所定のピッチでそれぞれ配置し
ている。
【００４６】
　図２（Ｂ）に示されるように、吹抜け部１２の空間を仕切って増設室１８、２０、２２
を設ける場合、本実施形態では、図１に示されるように、新築時に予め壁部３９内に設け
ておいた間柱３５に根太受け金物６４を取付け、当該根太受け金物６４に根太６６を固定
し、床面材６８を取付けて増設床１４を設ける。
【００４７】
　間柱３５は鉛直方向に沿って設けられているため、ライフスタイルや家族構成の変化等
に対応しユーザの要望に合わせて、吹抜け部１２（図２（Ａ）参照）の鉛直方向の自由な
位置に増設床１４、１６（図２（Ｂ）参照）を設定することができる。これにより、プラ
ンニングの自由度を高めることができ、吹抜け構造を利用しライフスタイルに合わせた融
通性の高い住宅を得ることができる。
【００４８】
　また、増設床１４、１６を支持するための間柱３５を壁部３７内に予め設けておくこと
で、後日、吹抜け部１２内に増設室１８、２０、２２（図２（Ｂ）参照）を設けることに
なった場合に、増設床１４、１６を支持するための支柱を新たに設ける必要がないため、
容易にリフォームを行うことができる。
【００４９】
　さらに、新築時に予め壁部３９内に設けられた間柱３５に、増設床１４、１６（図２（
Ｂ）参照）を支持する根太受け金物６４を取付けることで、当該根太受け金物６４によっ
て増設床１４、１６が支持され、吹抜け部１２の空間を利用して増設室１８、２０、２２
（図２（Ｂ）参照）を設けることができる。また、間柱３５から根太受け金物６４を取り
外すことで増設床１４、１６を取り除いて吹抜け部１２に戻すこともできる。
【００５０】
　したがって、吹抜け部１２の鉛直方向の自由な位置に増設床１４、１６を設けて部屋数
を増やしたり、また、これとは逆に、鉛直方向で仕切られた部屋をなくして吹抜け部１２
にするなどのリフォームを簡便な工事で容易に行うことができる。つまり、吹抜け部１２
を自由に仕切って最適な空間利用への変更を可能にすると共に、吹抜け部１２への回復も
簡便な工事で対応可能とすることができる。
【００５１】
　なお、吹抜け部１２の高さは、後日増設室１８、２０、２２を設けることができる高さ
（居室の規定天井高）となるよう予め設計する必要がある。また、吹抜け部１２の壁部３
９内の間柱３５に増設床１４、１６の根太６６を支持するための根太受け金物６４が取付
けられるよう、構造上十分な太さの間柱３５である必要がある。
【００５２】
　また、本実施形態では、図４に示されるように、吹抜け部１２に隣接して、一階床面５
６と二階床面５８を繋ぐ階段６０を設けており、この階段６０の一階床面５６と二階床面
５８の間に踊り場６２を設けている。図６に示されるように、吹抜け部１２に増設床１４
、１６を配置して増設室１８、２０、２２を設けた際、増設室２０、２２へアクセスする
ための階段が必要となるが、吹抜け部１２に隣接して階段６０を設けることで、当該階段
６０を利用して増設室２０、２２へのアクセスが可能となる。つまり、別途階段６０を設
ける必要がないので、その分のコストダウンを図ることができる。また、当該階段６０を
設けるためのスペースを別途確保する必要が無い。
【００５３】
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　このように、吹抜け部１２の鉛直方向の自由な位置に増設床１４、１６を設けることが
できるという吹抜け構造を標準タイプで設けておくことで、将来吹抜け構造部分にスキッ
プフロアを設ける可能性があるか否かに合わせてプラン設計時に施工することができる。
例えば、スキップフロアを設ける可能性がない場合は、一階床面５６と二階床面５８を繋
ぐ階段６０に踊り場６２を設ける必要はないが、スキップフロアを設ける可能性がある場
合、一階床面５６と二階床面５８を繋ぐ階段６０の間に踊り場６２を設け、当該踊り場６
２を利用して増設室１８へのアクセスに利用できるようにしておく。つまり、スキップフ
ロアの有無によって階段６０の形状が変わることとなる。このように、吹抜け構造以外は
共通の構造として利用することで、コストダウンを図ることができ、低コストでリフォー
ムを実現することができる。
【００５４】
（実施形態の補足説明）　
（１）本実施形態では、図１に示されるように、根太６６に切欠き部８０を形成し、根太
受け金物６４の挿入片７０を当該切欠き部８０へ挿入させるようにしている。これにより
、根太６６の上面及び下面に挿入片７０が露出しないようにすることができるため、根太
６６の上面及び下面を床面材及び天井面材の下地材として利用することができるが、増設
室の目的が部屋であるか納戸であるかによって、根太受け金物の形状は適宜変更可能であ
る。
【００５５】
　そして、根太受け金物の形状によっては、根太６６に切欠き部８０を形成する必要がな
い場合もある。例えば、図７に示されるように、根太受け金物９４では、根太６６を支持
する略Ｕ字状の台座９６が設けられている（なお、ここでは壁材３７の図示を省略してい
る）。根太受け金物９４が間柱３５に取付けられた状態で、台座９６上に根太６６を載置
する。そして、この状態で、ボルト９８を介して台座９６の側壁９６Ａに根太６６を固定
し、当該根太６６上に床面材６８を取付けるようにしても良い。
【００５６】
（２）また、本実施形態では、図５に示されるように、根太受け金物６４によって支持さ
れた根太６６に床面材６８を取付けるようにしたが、図８に示されるように、吹抜け部１
２に設けた増設室２０をロフトとして利用する場合、吹抜け部１２の開口部４３側に、居
室４１から直接アクセスできる階段１００を設けた方が良い場合もある。このような場合
、床面材６８の端部を当該階段１００の最上面１００Ａで支持するようにしても良い。な
お、床面材６８の端部以外の部分は根太６６によって支持されている。
【００５７】
　このように、増設室１８、２０の高さなどによっては、別途階段１００を設けた方が良
い場合もあり、そのような場合には、階段１００を床面材６８の支持として兼用すること
もできる。なお、ここでは、階段１００の幅を狭くしているため、階段１００が設けられ
ていない床面材６８の角部では床面材６８が支持されない。このため、階段１００の幅に
合わせて根太６６が存在する位置まで切欠いている。
【００５８】
　なお、本発明は、要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実施し得ることは言う
までもない。
【符号の説明】
【００５９】
　　１０      建物
　　１２      吹抜け部
　　１４      増設床
　　１６      増設床
　　３５      間柱
　　３５Ａ    間柱（第１間柱、第１支持手段）
　　３５Ｂ    間柱（第２間柱、第２支持手段）
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　　３９      壁部
　　５４      間柱
　　５４Ａ    間柱（第１間柱、第１支持手段）
　　５４Ｂ    間柱（第２間柱、第２支持手段）
　　６０      階段
　　６２      踊り場
　　６４      根太受け金物（支持部材）
　　９０      階段
　　９４      根太受け金物（支持部材）
　　１００    階段（第２支持手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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